
厚生年金基金に関するアンケート結果の概要 

（アンケート提出基金数：206） 

１．厚生年金基金の現状及び制度運営方針について 

※統計数値については、有効回答のあった基金のみを集計しており、基金の実態とは乖離している

可能性があります。 

 

（１）事業所規模別の状況 

  
事業所数 

割合 

加入員数 

割合 

DB 制度併

設割合 

DC 制度併設

割合 

事

業

所

規

模 

50 名以上 19.2％ 80.5％ 16.4％  12.1％ 

30名以上 50名未満  7.6％ 6.4％  6.5％  3.5％ 

20名以上 30名未満  7.5％ 3.9％  4.6％  1.5％ 

5 名以上 20 名未満 34.9％ 7.5％  3.2％  2.8％ 

5 名未満 30.9％    1.7％  2.1％  1.1％ 

合計 100％ 100％  8.9％    6.1％ 

 （事業所数・加入員数割合の集計基金数：181   ＤＢ・ＤＣの併設割合の集計基金数：101） 

 

 

 

 

 

 

（集計基金数：94） 

 

（２）厚生年金保険法等の改正を踏まえた制度運営の方針（集計基金数：203） 

①厚生年金基金として存続          基金数 9 （ 4％） 

②代行返上し確定給付企業年金に移行  基金数 28 （14％） 

③通常解散                    基金数 83 （41％） 

④特例解散の認定を申請           基金数 38 （19％） 

⑤現在検討中                  基金数 45 （22％） 

 

  [予定年度] 

    ②代行返上し確定給付企業年金に移行 

Ｈ26： 1 基金  Ｈ27： 5 基金  Ｈ28：14 基金 Ｈ29 以降：4 基金  未定：4 基金 

   ③通常解散 

Ｈ26：21 基金  Ｈ27：39 基金  Ｈ28：13 基金 Ｈ29 以降：2 基金  未定：8 基金 

④特例解散の認定を申請 

Ｈ26： 8 基金  Ｈ27：18 基金  Ｈ28： 7 基金 Ｈ29 以降：1 基金  未定：4 基金 

厚年基金と同時にＤＢ制度に加入している加入員数の割合 

（各厚年基金の割合の合計／厚年基金数） 
21.5％ 

厚年基金と同時にＤＢ制度に加入している加入員数の割合 

（総ＤＢ加入員数／総厚年基金加入員数） 32.7％ 
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（３）代行返上した後の他の企業年金制度への移行方針の事業所規模別の状況 

（集計基金数：18、不明：10） 

 
ＤＢに移行す

る事業所 

他の DB また

は DC に移行

する事業所 

中退共に移

行する事業所 

企業年金制

度を実施しな

い事業所 

事

業

所

規

模 

50 名以上 79.5％ 1.0％ 4.3％ 8.1％ 
30 名以上 50 名未満 48.1％ 0.3％ 4.2％ 8.4％ 
20 名以上 30 名未満 36.9％ 0.3％ 4.2％ 7.6％ 
5 名以上 20 名未満 51.9％ 0.3％ 4.2％ 9.8％ 

5 名未満 51.2％ 0.3％ 4.2％ 12.5％ 
合計 85.3％ 0.8％ 4.2％ 8.5％ 

 

 

（４）解散後の他の企業年金制度への移行方針（複数回答、集計基金数：121） 

  ①設立事業所の大部分が確定給付企業年金に移行        基金数 4 

  ②設立事業所の大部分が企業型確定拠出年金に移行      基金数 0 

  ③設立事業所の大部分が中小企業退職金共済制度に加入    基金数 6 

  ④一部事業所のみ確定給付企業年金に移行                基金数 18 

  ⑤一部事業所のみ企業型確定拠出年金に移行              基金数 11 

  ⑥一部事業所のみ中小企業退職金共済制度に加入          基金数 22 

  ⑦残余財産を分配または企業年金連合会へ移換し清算       基金数 34 

  ⑧個別事業所の状況は把握していない                     基金数 59 

  ⑨解散後の企業年金制度は設立事業所の自主性に委ねる    基金数 81 

  ⑩現在検討中                                基金数 23 

  ⑪その他                                              基金数 9 

・解散するが後継制度の新設を検討中 

・事業所宛てアンケートにてリサーチ実施予定  等              

 

 

（５）解散後の他の企業年金制度への移行方針の事業所規模別の状況 

（集計基金数：35、不明：86） 

 
DB または DC に

移行する事業所 

中退共に移行す

る事業所 

企業年金制度を 

実施しない事業所 

事

業

所

規

模 

50 名以上 24.3％ 19.1％ 23.5％ 

30 名以上 50 名未満 12.7％ 18.8％ 26.6％ 

20 名以上 30 名未満 7.7％ 19.1％ 35.0％ 

5 名以上 20 名未満 12.9％ 13.3％ 37.1％ 

5 名未満  7.7％  7.7％ 46.4％ 

合計 14.2％ 14.8％ 32.3％ 
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２．第８回企業年金部会において示された「中小企業向けの取組」について 

 

（１） 企業年金部会で示された「受託保証型 DB の普及のための手続きの緩和」、「投資

教育の共同実施」、「簡易型 DC の創設」、「個人型 DC への小規模事業主掛金納付

制度の創設」という論点について 

 

＜主な回答＞ 

○対応が遅い・早急に実施すべき・・・約２０件 

・厚生年金基金解散による残余財産と制度の受け皿としての検討は、基金制

度見直しの議論とセットで考えられるべきものであって、先に解散の法律

施行で、ほとんどの基金が解散の方針議決をして行く中で、後継制度の検

討をされても意味がない。ほとんどの基金が解散、残余財産の分配で終わ

っていくものと思われる。 
・厚生年金基金制度の廃止ありきで、受け皿の検討が遅すぎる。解散認可を

受けてから事業所がＤＢ・ＤＣを実施しても残余財産の移換ができない。

事業所はこのことを知らずにＤＢ・ＤＣを検討することになるのではと懸

念される。 
・厚生年金基金の解散を決めた後に、このような議論をしていることに対し

疑問を感じている。 
・「中小企業向けの取組」を検討されていることは、評価するが、各基金と

も解散事務が進んでおり早く結論を出してもらいたい。 
・全体的に解散基金が急増している現状から見て、実現可能で有効な対策（解

散基金がとり得る選択肢）は早急に実施することが望ましいと考える。 
・小規模事業所向け後継制度は早期に実現させていただかないと現状選択肢

の少ない中、年内解散に向け動いているところは活用できないうえ、運用

環境が良い状況が続けば、後になって好条件の選択肢が現実化した場合解

散時期を見誤ったとの指摘を受けることになる。 
 

○中小企業が参加しやすい制度を創設すべき・・・約１５件 

・企業年金部会で検討しているように、企業の規模に応じて選択が多く、移

行しやすい制度があれば年金制度の普及につながると思う。小さい企業で

も年金制度の導入が可能になる制度になればよい。税金面の考慮もあれば、

企業は前向きに検討すると思う。 
・後継制度は、事業主や加入員及び受給者目線でとらえて、使い勝手がよく

かつリスクのない制度であることが重要。本当に中小企業の将来に寄与貢

献できうる後継制度の構築をお願いしたい。 

・加入員が 10名以下の少人数であっても、少ない手数料で容易に加入できる、

ＤＢ・ＤＣプランの創設が必要。 
・現行の財政運営基準が存在する限り、不足金が発生すれば直ちに掛金手当
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を求められるのであれば、中小企業にとっては移行し難い。 
 

○新しい制度の普及方法を検討する必要がある・・・約１０件 

・信託銀行や生命保険会社が勧誘しやすい制度にしないと、加入の促進が図

られないので、金融機関等と十分協議する必要があると思われる。 
・中退共のように取引地銀等で気軽に始められるよう、加入方法をわかりや

すく統一できると良い。 
・従業員数が一定未満の小規模事業所については、受託保証型ＤＢが普及す

るような緩和策の検討は必要と考える。また、中小企業向けＤＣの普及に

ついても検討は必要と思う。ただし、小規模事業所の制度普及には、例え

受け皿を作っても、財形給付金制度実施の事業主に対して行われた財形助

成金制度などを参考に、補助金の支給制度を創設するなどの事業主対策が

ないと制度普及までには行き着かないのではないかと思う。 
・小規模事業所が事業所単位でＤＢ・ＤＣを実施することは考えにくい。小

規模事業所は同じ業界団体や同一地域の中で歩調を合わせることで総合型

厚生年金基金に加入している。総合型厚生年金基金が総合型ＤＢへ移行し

やすくする検討をすべき。 
・個々の中小企業でのＤＢやＤＣ設立を促すのではなく総合型厚生年金基金

の器を使って総合型ＤＢもしくは総合型ＤＣに参加を促し、事務局への管

理運営機能、ＤＣであれば投資教育管理を担わせることにより、低コスト

化と効率的な管理運営を図るべきだと考える。 
・中小企業は、年金等にかかる労務管理事務については、できる限り小さく

したいと考えている。厚生年金基金が、なんだかんだ言われながらも続い

たのは年金相談等を含めた周辺事務について一定の役割があったからであ

り、導入時はともかくとして、後々あまり事務負担とならない制度とする

ことは重要なことと思う。最初から金融機関の丸投げの姿勢での議論が先

行するのはいかがかと思う。 
 

○中小企業向けＤＣのあり方について・・・約２０件 

・投資教育等の共同実施、簡易型ＤＣの創設について促進を図るべきである。 
・ＤＣの普及は、現行の退職金制度に加えて、さらに従業員の福利厚生の充

実にヒトとカネを注ぐインセンティブが事業主に働くかどうかにかかって

くるのではないか。 
・中小企業へのＤＣ制度導入にあたって「投資教育・継続教育の事業主責任」

は重く、加入員個々に対して、どのように認識、理解してもられるのか投

資教育の共同実施イメージ（やり方）がよく分からない。 
・投資教育については説明会等の開催に負担感があり、ＤＣにおける投資教

育はノウハウを有している企業年金連合会が主体的に実施していただきた

い。 
・ＤＣ制度は、中小企業には馴染まない。従業員数名で営まれている会社が
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大多数であり、投資教育もままならない状況下で運用リスクを従業員に転

嫁して良いのか。 
  

○受託保証型ＤＢのあり方について・・・約１０件 

・受託保証型ＤＢの普及のため緩和すべきである。加入員数に下限を設ける

等の制限をすべきでない。 
・積立水準の把握や運用リスクの管理、事務手続の煩雑さ等が、人員不足に

悩む中小企業にとって導入のネックになっていると思われるので、この点

が受託保証型ＤＢでクリアされれば、普及が進むと考える。 
・国民全体の投資教育のレベルを考えた場合、小企業向けの企業年金制度の

導入は、「簡易型ＤＣ」より「受託保証型ＤＢ」導入が適切と考える。 
・受託保証型ＤＢは生保商品の単なる購入であり、給付水準・掛金率等の見

直しについて、労使合意に基づく運営ができるとは思えない。このような

ことで「中小企業向け制度を用意した」とされては困る。 
・受託保証型ＤＢの場合は、利息付与額が生保の一般勘定水準（1.25）では、

手数料等を考慮すると中退共の方が事業主にとってはメリットがあるので

はないか。業種にもよるが、ＤＣ加入の５割以上が定期預金で運用してい

る状況で投資教育を実施しても加入員が運用するのは困難ではないか。 
 

○新しい制度に賛成・基金として検討したい・・・約５件 

・中小企業のＤＢ・ＤＣの普及促進のための選択枝の多様化は必要。是非実

現させるべき。 
・賛成する。従業員が自己負担で将来の年金の準備を行う上で、それをさら

に充実させる為のしっかりとした目的のある補助を事業主が行えるように

することで、従業員も拠出意欲が沸くのではないか。 
 

○その他 
・総合型ＤＢを指向している厚生年金基金としては個人事業所ごとのＤＢ、

ＤＣが加入・運営しやすくなると解散に向かう可能性が高くなる。 
・｢企業年金制度｣を安易に国が公的年金制度の補完制度として利用している。 
・厚生労働省は、こうした制度をどこまで育成・維持・発展させていくのか

等の将来ビジョンを示していないのが一番の問題。将来的に基金制度廃止

と同じちゃぶ台返しが起こりかねない。 
・新たにＤＢ制度を設けるより、現在の中退共の退職一時金相当額を年金で

も受け取れるような制度にできないか。 
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（２） 中小企業が複数事業主で行う企業年金の実施にあたっての課題及び要望につい

て 

 

＜主な回答＞ 

○ 厚生年金基金から総合型ＤＢに移行する場合、給付減額における全て

の組合の同意を 2/3程度の同意まで緩和してほしい。 
 
○ ＤＢの掛金滞納に対する対抗措置の確立（厚生年金基金と同等の滞納

処分権付与、滞納事業所の事業主年金との相殺等）。 
 
○ 総合型ＤＢについて、事業所負担の公平性の視点から未納期間を給付 
 に反映させないことができる等の取扱を認めてほしい。 
  
○ 当基金は、分配金の受け皿として参加希望の事業所があれば「５年有

期年（６５歳までのつなぎ年金）」を考えているが、基金型の運営体制・

資金が小額なため運用報酬の増加・業務委託手数料の増加等で給付設計

時の予定利率２％の倍以上の収益を上げなければ成り立たない実情で、

再検討中。できれば、各地協単位でも良いので、基金の設立母体を通じ

て加入できる組織があればと思う。 

○ 中小企業の事業主は、「受け身」であり、新しい制度（仕組み）の説

明が重要になるが、そのパワー（経費等）が困難であると考える。（勧

奨パンフレット：説明会：個別面談） 

○ 一般的に各社制度、取り組みの考え方に差異があり、意見を纏めるの

に苦労する。特に移行後の制度設計の合意を得るのに時間がかかる。 

その面ではいくつかパッケージ化された制度設計が有れば検討し易い。 

○ ＤＣの場合、中小零細企業では投資教育が課題だが、事業主が投資教

育を行う必要性を理解していない。運用責任を逃れるためのＤＣなら社

内預金の方がましではないのか。 

○ 複数事業主制度を育成・維持していくうえでは税制上の支援が必要。

掛金の損金算入のみではなく、例えば複数事業主の企業年金制度の支

援として一定額の税額控除の仕組みを導入するなどのインセンティブ

が必要。 

○ 「中小企業向けの取り組み」は、総合型厚生年金基金の上乗せ部分

の移行が論点だとすると、移行先の選定や参加は事業主の任意となっ

ている現状では、適年廃止時の二の舞になるのは必定と思われる。中

小企業従業員の老後の所得保障を維持する観点から、国が立法的措置

（税制優遇等）を講じて、移行のインセンティブを与えることが必要
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と思う。 

○ 厚生年金基金を解散し、ＤＢへ制度変更する場合、事務費掛金を分

配せず移行できないのか？ＤＢ制度スタートに対し、電気代等の諸経

費支払い、職員の賃金支払など、すぐさま事務所運営費が発生する。 

○ 厚生年金基金が総合型ＤＢや総合型ＤＣに移行するに当たっては、

十分な規模を確保できるようできる限りの統合合併を進める必要があ

る。行政は、単純な代行返上を促すのではなく、コスト見合いとなる

ような設立基準や財政上の優遇措置等により、統合合併を促すべきだ

と思われる。代行返上して総合型ＤＢへ移行するスキームについて全

事業所の同意を取ることは困難であり、大きなネックとなっているこ

とから、希望する事業所の同意で移行を可能とすべきである。 

○ 小企業が複数集まって実施するメリットはあるが、総合型基金制度

の廃止で制度への不信、運用・運営の難しさを指摘する声多い。 

 

３．企業年金連合会の事業について 

 

（１） 企業年金連合会が共同運用事業、ＤＣの継続教育の共同実施事業等を行うことに

ついて 

 

＜主な回答＞  

○当該事業の実施に向けて検討してほしい・・・約５５件 

・企業年金連合会が、中小企業の企業年金の存続・維持のために、共同運用

事業、ＤＣの継続教育の共同実施事業等を行うことについて、望ましい。

早期に実施可能な具体策を提案してほしい。 
・少数の従業員しかいない事業所が、企業年金を維持していくためには、大

変有効なありがたい大事な事業であると考える。 
・ＤＣの導入に積極的な事業所にとっては、大きなサポートになると思う。 
・加入事業所は基金解散後の後継制度を検討しているが、早くきまらないと、

移換先は中退共だけになってしまう。できるものから早めに事業を行って

もらいたい。 
・共同運用事業は、ＤＢ移行により資産規模が大きく減少することから、運

用コストの引き下げ、コンプライアンスの確保等の面から有効と考える。 
・資産運用に関する共同運用事業は、自己責任のルールからすると問題がな

いとは言えないが、パッシブ運用ファンドなどではコスト削減も可能であ

れば共同運用も検討に値すると思う。ＤＣ継続教育の共同実施事業につい
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ては有用であり検討に賛成する。 
・中小企業退職共済制度との棲み分けが必要となるのではないか。中退共よ

りも少ない掛金で加入出来るのであれば、裾野が広がり零細企業にとって

も利用し易いものになるのでないかと思料。 
 

○当該事業の問題点等について 

・中小企業の企業年金の存続・維持を検討することは大切だと思うが、企業

年金連合会自体が多くの厚生年金基金が解散した後、存続できるのか。存

続できるのであればその道筋を示すことが第一。 
・ＤＢの企業年金連合会への加入率に鑑み、実際にどこまでニーズがあるの

か、また、委託する制度があるのか疑問。ＤＣは、結果的に中小企業従業

員に対する投資教育の内容・水準が大企業と比較して見劣りすることにな

りかねない。個人単位になるほど教育が形骸化してくる。また、基金解散

後の企業年金連合会の将来像が見えない。将来ビジョンが明確になってい

ないと、今後数十年にわたる制度の運営・管理をどこまでサポートしてく

れるのか不安。委託するに相応しい連合会の事業計画・経営計画を先ず明

示することが真っ先に必要。 
・予定利率やリバランス方針などの異なる各基金の制度設計に対して、共同

運用としてどのような対応を検討しているのか基金ごとの厳密な資産管理

ができるのか各基金の資産の一部を合同口として運用するのか等連合会と

しての基本的な考え方をお示しいただきたい。 
・現時点では不明確なことが多く、回答は難しい。今後、新連合会がどうい

った事業体制で、どういった事業運営費用の捻出を考えているのかといっ

た具体的な構想について、そろそろ対外的に示していく必要があるのでは

ないか思う。 
・共同運用は、運用受託機関と連合会の両者に報酬を払うことになり、報酬

の二重取りの問題があると考える。 
・実績配当ではなく、生保一般勘定のように利回り保証的なことができない

か。運用報酬がどれぐらい削減できるかが参加の鍵か。 
・共同運用事業を行う事が連合会の使命なのか。連合会存続の為の新規事業

と映る。連合会に運用を委託すれば、不足金が発生しないか。加入事業所

に対する説明が難しい。 
・中小企業にとって、ＤＣは不向きであり、投資教育や継続教育などを、受

けさせる事業主がどれほどいるのか。 
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（２） 上記の事業以外に中小企業向けに連合会が行った方が良いと考えられる事業につ

いて 

 

＜主な回答＞ 

○連合会が実施主体の総合型ＤＢ等を設立してほしい 

・多数の企業が集まってコストを下げるために例えば連合会が運営主体とな

って、全国の中小企業を加入対象とした企業年金基金の設立を検討しては

どうか。 
・解散する基金の加入事業所の従業員が加入できる全国ＤＢ基金を立ち上げ

ていただきたい。現在の総合基金事務所を連合会の出先機関として事務管

理や相談窓口を行なう。国民年金基金のように小規模事業者の厚生年金基

金になっていただきたい。 
 

○ 連合会は、企業年金制度の改正においては、厚生年金基金等の「加入

員、加入組織の権利、利益」を護る立場に立ち、今後の諸業務を行うべ

きことを改めて認識するべきであると考える。 
 

○ 厚生労働省に対して、大企業主体の提言等よりも、中小企業の実態と

現場の声を正確に伝える努力を先ずお願いしたい。先ず、こうした基金 
の現場の声をくみ上げる努力を切望する。監督官庁が現場の声を聞こう

としない姿勢に強い不満がある。 
 
○ 総合型ＤＢの場合、信託銀行の業務委託費が非常に高額であり、信託

は資産運用専門の機関として機能すればよく、年金管理業務は連合会で

行っていただくとか、連合会でできうる総合型企業年金基金の助成や補

助を検討願いたい。 
 
○ 小規模ＤＢのために、信託銀行に業務委託するのではなく連合会に業

務委託することにより経費の大幅削減ができないか。 
 
○ 後継制度（ＤＢ，ＤＣ）を検討されている事業所に対し、各ブロック 

単位で、事業所説明会の開催を要望する。 
 
○ 今後の方針別に、厚生年金基金の立場に立った勉強会を開催してほし

い。 
 
○ ハードルが多く、すぐには無理かと思うが、個別の事業所や各業界や

地域ごとに企業年金コンサルティング業務を行うのはいかがか。 
 
○ 基金の解散等に伴い、解雇される基金職員の再雇用等を可能にするよ
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うなシステム（情報交換広場など）を設けてはどうか。 
 

○ 先日連合会に今後、ＤＢの給付設計をしていくうえで何か参考となる

資料等ないか尋ねたところ、用紙１枚のごく簡単な資料しかなかった。

今後は、当基金のように総合型ＤＢへの移行を目指す厚生年金基金もあ

ると思われるので、もっと詳細なＤＢ設計関連資料を作成してくださる

よう望む。 
 

 

 

 

４．その他の問題等について 

 

＜主な回答＞ 

○連合会の通算企業年金について不安がある 
 ・解散基金の残余財産を個人に分配せず、個人の希望で連合会の基本・加算年

金に移換することが出来るが、連合会のパンフレットによれば、連合会が解

散して新連合会となるに際し、現行の給付が保証されないこともありうると

の記述があり、解散基金は新連合会の会員ではありえず、応援団（利益代表）

が無い加入員の財産権が保証されない不安があり、移換を勧めにくい。予め

給付を保証する等の施策の実現を希望する。 
・連合会が今後、どのように組織が変わり、給付制度（予定利率）が見直され

るのか不明であることが広報されない中、残余財産分配金を通算企業年金

として受け取ることの推奨ができない。 

 
○ 総合厚生年金基金から総合ＤＢへ移行する際の手続きの簡素化を進

めてほしい。 
 
○ 解散認可後速やかに残余財産を分配できるようにしてもらいたい。 
 
○ 営利企業として当然かもしれないが、いわゆる民間の受託機関（信託、

生保）によって、今後の企業年金制度についての取組姿勢にかなり温度

差があるように思う。法改正後の方向が見えにくいこともあってか、制

度に関する説明会等もあまりなく、総幹事先や取引先によって提案、サ

ポートにも差があるようだ。一方、規模の大きな加入事業所は各々で後

継制度の検討を進め、基金事務局は解散準備に注力しているという状況

であり、それ以外の中小零細企業に対する企業年金制度の普及促進は後

手後手に回っているような気がする。 
 
○ 職員のモチベーションを維持していくこと。職員の雇用の問題。 
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○ 設立事業所の事業主からは、年金受給者の受給権保護、社員の老後生

活安定のためには、「現行の基金制度を存続させるべき」との声が非常

に多い。改正法施行５年以降、社長１人で事業を行っている会社から「四

半期毎の経営状況を報告させる」など、到底できない。 
 
○ 当基金は通常解散しようとしているが、ＡＩＪ投資顧問の資産回収が

未収のままで、このままでは、残余財産の分配が出来なくなる。回収済

資産については、国への返上資産として認めて頂けるよう、働きかけを

是非お願いしたい。 
 
○ 小体な基金では代行返上して総合型ＤＢへの移行はコスト的に無理

であり、厚生年金基金として存続するしか、受給者・加入者を守れない。

基金解散した場合に残額を加入員等に分配して終わり、新たに年金制度

新設又は加入しようとする事業所は少ないように思える。このままでは

中小事業所の加入員年金は減少するばかりである。１０年後の厚生年金

基金廃止が撤回されることを切に希望する。 
 

以上 
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